
 
 
 
2019 年12 月4 日の官報に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
（令和元年政令第174 号）」が公布されました。それにより、パワハラ防止対策の法制化を含む女性活躍推進法等改正法の施行期日
（案）をまとめた第22 回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の下記参考資料の赤字の部分と青字の部分が確定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 
オレンジ字の部
分（中小企業へ
の猶予が終わる
時期）は、今回
の官報では確定
していません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改正の趣旨 
 
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事業主行
動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシ
ュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずる。 
 
改正の概要 
 
１． 女性活躍の推進【女性活躍推進法】  
(1)一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大 

一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301 人以上から101 人以上の事業主に拡大する。  
(2)女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保 

情報公表義務の対象を101 人以上の事業主に拡大する。また、301 人以上の事業主については、現在１項目以上の公表を求めて
いる情報公表項目を「①職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に
関する実績」に関する項目に区分し、各区分から１項目以上公表することとする。 
あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。 

(3)女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし（仮称））の創設 
 
２． ハラスメント対策の強化  
(1) 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」（ハラスメント対策）を明記【労働施

策総合推進法】  
(2)パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】 

①事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務（相談体制の整備等）を新設 
 あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備 
②パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とす

るとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備  
(3)セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】 

①セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化 
②労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止 

※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備 
 

 
参照ホームページ ［ 厚生労働省 ］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

【労務】パワハラ防止措置等の実施義務、大企業では令和2年6月1日施行 
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